
平
成
二
十
七
年
二
月
十
二
日
提
出

質

問

第

六

三

号

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
（
残
業
代
ゼ
ロ
制
度
）
の
対
象
業
務
、
対
象
労
働
者
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
（
残
業
代
ゼ
ロ
制
度
）
の
対
象
業
務
、
対
象
労
働
者
に
関
す
る
質
問
主
意
書

労
働
政
策
審
議
会
労
働
条
件
分
科
会
で
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
（
残
業
代
ゼ
ロ
制
度
）
の
導
入
に
向
け
た
検
討

が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
以
下
の
と
お
り
質
問
し
ま
す
。

一

「
高
度
」
で
は
な
い
「
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」
な
業
務
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
業
務
で
す
か
。

二

研
究
職
に
就
か
れ
て
い
る
方
の
中
で
、
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」
の
業
務
に
該
当
す
る
方
は
約
何
割
で
、
該
当
し

な
い
方
は
約
何
割
で
す
か
。
そ
の
際
、
ど
の
よ
う
な
事
項
が
、
該
当
す
る
か
し
な
い
か
の
判
断
基
準
と
な
り
ま
す
か
。

三

年
収
千
七
十
五
万
円
以
上
で
、
研
究
職
に
就
か
れ
て
い
る
方
の
中
で
、
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」
の
業
務
に
該
当

す
る
方
は
約
何
割
で
何
万
人
、
該
当
し
な
い
方
は
約
何
割
で
何
万
人
で
す
か
。
そ
の
際
、
ど
の
よ
う
な
事
項
が
、
該
当
す
る

か
し
な
い
か
の
判
断
基
準
と
な
り
ま
す
か
。

四

シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
に
就
か
れ
て
い
る
方
の
中
で
、
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」
の
業
務
に
該
当
す
る
方
は
約
何

割
で
何
万
人
で
、
該
当
し
な
い
方
は
約
何
割
で
何
万
人
で
す
か
。
そ
の
際
、
ど
の
よ
う
な
事
項
が
、
該
当
す
る
か
し
な
い
か

の
判
断
基
準
と
な
り
ま
す
か
。

一



五

年
収
千
七
十
五
万
円
以
上
で
、
シ
ス
テ
ム
エ
ン
ジ
ニ
ア
に
就
か
れ
て
い
る
方
の
中
で
、
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」

の
業
務
に
該
当
す
る
方
は
約
何
割
で
何
万
人
で
、
該
当
し
な
い
方
は
約
何
割
で
何
万
人
で
す
か
。
そ
の
際
、
ど
の
よ
う
な
事

項
が
、
該
当
す
る
か
し
な
い
か
の
判
断
基
準
と
な
り
ま
す
か
。

六

企
画
業
務
に
就
か
れ
て
い
る
方
の
中
で
、
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」
の
業
務
に
該
当
す
る
方
は
約
何
割
で
何
万
人

で
、
該
当
し
な
い
方
は
約
何
割
で
何
万
人
で
す
か
。
そ
の
際
、
ど
の
よ
う
な
事
項
が
、
該
当
す
る
か
し
な
い
か
の
判
断
基
準

と
な
り
ま
す
か
。

七

年
収
千
七
十
五
万
円
以
上
で
、
企
画
業
務
に
就
か
れ
て
い
る
方
の
中
で
、
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」
の
業
務
に
該

当
す
る
方
は
約
何
割
で
何
万
人
で
、
該
当
し
な
い
方
は
約
何
割
で
何
万
人
で
す
か
。
そ
の
際
、
ど
の
よ
う
な
事
項
が
、
該
当

す
る
か
し
な
い
か
の
判
断
基
準
と
な
り
ま
す
か
。

八

営
業
業
務
に
就
か
れ
て
い
る
方
の
中
で
、
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」
の
業
務
に
該
当
す
る
方
は
約
何
割
で
何
万
人

で
、
該
当
し
な
い
方
は
約
何
割
で
何
万
人
で
す
か
。
そ
の
際
、
ど
の
よ
う
な
事
項
が
、
該
当
す
る
か
し
な
い
か
の
判
断
基
準

と
な
り
ま
す
か
。

九

年
収
千
七
十
五
万
円
以
上
で
、
営
業
業
務
に
就
か
れ
て
い
る
方
の
中
で
、
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」
の
業
務
に
該

二



当
す
る
方
は
約
何
割
で
何
万
人
で
、
該
当
し
な
い
方
は
約
何
割
で
何
万
人
で
す
か
。
そ
の
際
、
ど
の
よ
う
な
事
項
が
、
該
当

す
る
か
し
な
い
か
の
判
断
基
準
と
な
り
ま
す
か
。

十

経
団
連
は
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
対
象
と
し
て
、
「
年
収
四
百
万
円
以
上
」
を
要
望
し
て
い
ま
し
た
が
、

今
後
、
法
改
正
に
よ
り
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
対
象
と
な
る
労
働
者
の
年
収
条
件
が
下
が
る
こ
と
は
、
絶
対

あ
り
ま
せ
ん
か
。
経
団
連
の
要
望
す
る
「
年
収
四
百
万
円
以
上
」
に
、
い
ず
れ
は
下
が
る
可
能
性
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

十
一

経
団
連
は
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
対
象
と
し
て
、
労
働
者
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
が
対
象
に
な
る
こ
と

を
要
望
し
て
い
ま
し
た
が
、
現
在
の
労
働
者
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
は
何
万
人
く
ら
い
で
、
年
収
の
上
位
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
年
収

は
い
く
ら
以
上
で
す
か
。

十
二

年
収
千
七
十
五
万
円
以
上
の
人
は
何
万
人
で
、
全
労
働
者
の
何
割
で
す
か
。
ま
た
、
年
収
千
七
十
五
万
円
以
上
の
人
の

う
ち
、
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」
に
当
た
る
業
務
に
つ
か
れ
て
い
る
人
は
、
何
万
人
で
、
何
割
で
す
か
。

十
三

全
労
働
者
の
う
ち
、
年
収
条
件
を
除
外
し
た
場
合
に
、
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
」
に
該
当
す
る
業
務
に
従
事
し

て
い
る
方
は
、
何
万
人
で
何
割
く
ら
い
で
す
か
。

十
四

「
成
果
で
評
価
さ
れ
る
」
こ
と
が
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
」
の
対
象
と
な
る
労
働
者
の
特
徴
の
一
つ
と
考

三



え
ら
れ
る
が
、
報
告
書
骨
子
案
で
例
示
さ
れ
て
い
る
①
金
融
商
品
の
開
発
業
務
、
②
金
融
商
品
の
デ
ィ
ー
リ
ン
グ
業
務
、
③

ア
ナ
リ
ス
ト
の
業
務
（
企
業
・
市
場
等
の
高
度
な
分
析
業
務
）
、
④
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
業
務
（
事
業
・
業
務
の
企
画
運
営

に
関
す
る
高
度
な
考
案
又
は
助
言
の
業
務
）
、
⑤
研
究
開
発
業
務
、
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
定
量
的
な
成
果
で
評
価

さ
れ
て
い
ま
す
か
。

十
五

労
働
者
派
遣
制
度
は
、
当
初
は
「
臨
時
的
、
一
時
的
な
業
務
」
に
例
外
的
に
限
定
し
て
導
入
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
回

は
、
全
て
の
業
務
で
、
一
生
、
派
遣
労
働
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
法
改
正
が
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
同
様

に
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
に
つ
い
て
も
、
最
初
は
年
収
千
七
十
五
万
円
以
上
の
労
働
者
に
限
定
さ
れ
て
も
、
将

来
的
に
法
改
正
を
し
て
、
年
収
条
件
が
下
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
約
束
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。

十
六

法
改
正
を
せ
ず
に
、
政
令
を
変
え
る
だ
け
で
、
年
収
条
件
を
「
千
万
円
以
上
」
に
下
げ
る
こ
と
は
可
能
で
す
か
。
さ
ら

に
同
様
に
、
法
改
正
を
せ
ず
に
、
政
令
を
変
え
る
だ
け
で
、
年
収
条
件
を
「
九
百
五
十
万
円
以
上
」
に
下
げ
る
こ
と
は
可
能

で
す
か
。

十
七

過
去
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
導
入
に
関
す
る
議
論
で
は
、
管
理
職
一
歩
手
前
の
レ
ベ
ル
が
対
象
と

想
定
さ
れ
て
い
た
が
、
年
収
千
七
十
五
万
円
以
上
の
管
理
職
一
歩
手
前
の
レ
ベ
ル
の
中
で
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン

四



プ
シ
ョ
ン
の
対
象
と
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
対
象
は
、
そ
れ
ぞ
れ
お
よ
そ
何
万
人
で
、
全
て
の
管
理
職
一
歩

手
前
の
レ
ベ
ル
の
何
割
く
ら
い
で
す
か
。

十
八

過
去
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
の
対
象
と
な
り
、
今
回
の
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
対
象

と
な
ら
な
い
業
務
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
業
務
で
、
何
万
人
く
ら
い
で
す
か
。
逆
に
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
エ
グ
ゼ
ン

プ
シ
ョ
ン
の
対
象
と
な
ら
ず
、
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
の
対
象
と
な
る
業
務
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
業
務

で
、
何
万
人
く
ら
い
で
す
か
。

十
九

高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
と
共
に
検
討
さ
れ
て
い
る
裁
量
労
働
制
の
見
直
し
の
中
で
、
課
題
解
決
型
提
案
営
業

の
労
働
者
は
何
万
人
で
、
全
営
業
労
働
者
の
何
割
く
ら
い
で
す
か
。
ま
た
、
課
題
解
決
型
提
案
営
業
が
裁
量
労
働
制
の
対
象

と
な
り
、
そ
れ
以
外
の
営
業
業
務
の
業
務
が
裁
量
労
働
制
の
対
象
と
な
ら
な
い
と
い
う
判
断
基
準
は
何
で
す
か
。

右
質
問
す
る
。

五


